
令和３年４月１日からの介護報酬改定に伴う総合事業の単価の改定について、以下のとおりお知らせします。

１．介護予防訪問介護相当サービス

サービスの名称 改正前（令和3年3月31日まで）　 改正後（令和3年4月1日～）

訪問型サービスⅠ １，１７２単位／月 １，１７６単位／月

訪問型サービスⅡ ２，３４２単位／月 ２，３４９単位／月

訪問型サービスⅢ ３，７１５単位／月 ３，７２７単位／月

訪問型サービスIV ２６７単位／回 ２６８単位／回

訪問型サービスⅤ ２７1単位／回 ２７２単位／回

訪問型サービスVI ２８６単位／回 ２８７単位／回

２．訪問型サービスＡ（緩和した基準のサービス）

サービスの名称 改正前（令和3年3月31日まで）　 改正後（令和3年4月1日～）

訪問型独自
サービスⅠ１

２１０単位／回 ２１２単位／回

訪問型独自
サービスⅠ２

１，１６８単位／月 １，１７６単位／月

３．介護予防通所介護相当サービス

サービスの名称 改正前（令和3年3月31日まで）　 改正後（令和3年4月1日～）

通所型サービス　１　回数 　　３８０単位／回 　　３８４単位／回

通所型サービス　１ 　　　１，６５５単位／月 　　　１，６７２単位／月

通所型サービス　２　回数 ３９１単位／回 ３９５単位／回

通所型サービス　２ 　　　３，３９３単位／月 　　　３，４２８単位／月

４．通所型サービスＡ（緩和した基準のサービス）

サービスの名称 改正前（令和3年3月31日まで）　 改正後（令和3年4月1日～）

通所型独自
サービスⅠ１ ２８９単位／回 ２９２単位／回

通所型独自
サービスⅠ２ １，６５５単位／月 １，６７２単位／月

５．介護予防ケアマネジメントの単価等

サービス種類 改正前（令和3年3月31日まで）　 改正後（令和3年4月1日～）

現行相当サービス ４３1単位／月 ４３８単位／月

訪問型・通所型サービスA
（緩和した基準によるサービス）

４３1単位／月 ４３８単位／月

※令和3年4月1日より9月30日までの間は、新型コロナウイルス感染症への対応として、それぞれ所定単位数
の千分の千一に相当する単位数を算定します。


